
議案第８０号 

 

工 事 請 負 契 約 締 結 の 件 

 

下記のとおり工事の請負契約を締結することについて、宇部市議会の議決に付す

べき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年条例第５８号）第２条

の規定により、市議会の議決を求める。 

  令和５年９月１日提出 

 

宇部市長  篠 﨑  圭 二     

 

 

記  

１ 工 事 名  恩田スポーツパーク施設（野球場）整備工事 

２ 工 事 場 所  宇部市恩田町四丁目１番４号 

３ 請 負 金 額  一金 ３３８,０００,０００円也 

          （うち消費税額及び地方消費税額 ３０,７２７,２７２円） 

４ 契 約 の 方 法   随意契約（公募型プロポーザル方式） 

５ 工 事 の 概 要   （1）人工芝舗装工事 一式 

（2）スコアボード改修工事 一式 ほか 

６ 契約の相手方   大阪市中央区北浜四丁目１番２３号 

美津濃株式会社 

代表取締役社長  水  野  明  人 
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凡  例 

 工事箇所  

議案第８０号参考図 

配 置 図 

S=１：2,500 

駐車場 

駐車場 

駐車場 

俵田翁記念体育館 

恩田運動公園 

旧水泳プール 

恩田運動公園 

陸上競技場 

恩田運動公園 

補助競技場 

駐車場 

駐車場 

駐車場 

駐車場 

恩田運動公園 

野球場 
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資料１



資料２



資料３



議
案
第
七
十
六
号 

 
宇
部
市
楠
総
合
セ
ン
タ
ー
条
例
中
一
部
改
正
の
件 

 

宇
部
市
楠
総
合
セ
ン
タ
ー
条
例
（
平
成
十
六
年
条
例
第
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

め
る
。 令

和
五
年
九
月
一
日
提
出 

 

宇
部
市
長 

 

篠 

﨑 

圭 

二 

  

第
二
条
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

（
施
設
） 

第
二
条
の
二 

宇
部
市
楠
総
合
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
に
次
の
施
設
を
置

く
。 

一 

ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
ホ
ー
ル 

二 

中
会
議
室 

三 

小
会
議
室 

四 

調
理
室 

第
二
条
の
三
を
削
る
。 

第
三
条
第
一
項
第
一
号
中
「
火
曜
日
」
を
「
毎
月
第
三
火
曜
日
」
に
改
め
、
同
項
中
第
二
号
を

削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
指
定
管
理
者
」
を
「
市
長
」
に
改
め
、
「
、

市
長
の
承
認
を
受
け
て
」
を
削
る
。 

第
四
条
第
二
項
中
「
指
定
管
理
者
」
を
「
市
長
」
に
改
め
、
「
、
市
長
の
承
認
を
受
け
て
」
を

削
る
。 

第
五
条
の
見
出
し
中
「
利
用
」
を
「
使
用
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
利
用
し
よ
う
」
を
「
使

用
し
よ
う
」
に
、
「
あ
ら
か
じ
め
指
定
管
理
者
」
を
「
市
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
市
長
」

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
指
定
管
理
者
」
を
「
市
長
」
に
改
め
る
。 

第
六
条
中
「
指
定
管
理
者
」
を
「
市
長
」
に
、
「
利
用
」
を
「
使
用
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号

中
「
損
傷
す
る
」
を
「
損
傷
し
、
又
は
滅
失
さ
せ
る
」
に
改
め
る
。 

第
七
条
中
「
指
定
管
理
者
」
を
「
市
長
」
に
、
「
利
用
す
る
」
を
「
使
用
す
る
」
に
、
「
利
用

者
」
を
「
使
用
者
」
に
、
「
利
用
」
を
「
使
用
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

前
項
の
措
置
に
よ
っ
て
使
用
者
に
損
害
が
生
ず
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
市
は
、
そ
の
責
め
を

1
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負
わ
な
い
。 

第
九
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

（
使
用
料
） 

第
九
条 

使
用
者
は
、
別
表
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
て
得
た
合
計
額
に
消
費
税
法
（
昭
和
六
十
三

年
法
律
第
百
八
号
）
及
び
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
の
規
定
に
よ

り
算
出
し
た
消
費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
額
を
加
え
、
一
円
未
満
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
の

使
用
料
を
前
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
十
条
の
見
出
し
中
「
利
用
料
金
」
を
「
使
用
料
」
に
改
め
、
同
条
中
「
指
定
管
理
者
」
を
「
市

長
」
に
、
「
市
長
の
承
認
を
受
け
て
、
利
用
料
金
」
を
「
使
用
料
」
に
改
め
る
。 

第
十
一
条
の
見
出
し
及
び
同
条
中
「
利
用
料
金
」
を
「
使
用
料
」
に
改
め
、
同
条
た
だ
し
書
中

「
指
定
管
理
者
に
お
い
て
」
を
「
市
長
が
」
に
改
め
、
「
、
市
長
の
承
認
を
受
け
て
」
を
削
る
。 

第
十
二
条
中
「
利
用
者
」
を
「
使
用
者
」
に
、
「
利
用
」
を
「
使
用
」
に
改
め
、
同
条
た
だ
し

書
中
「
あ
ら
か
じ
め
指
定
管
理
者
」
を
「
市
長
」
に
改
め
る
。 

第
十
三
条
中
「
利
用
者
」
を
「
使
用
者
」
に
、
「
利
用
」
を
「
使
用
」
に
改
め
る
。 

第
十
四
条
中
「
利
用
者
」
を
「
使
用
者
」
に
、
「
利
用
」
を
「
使
用
」
に
、
「
若
し
く
は
」
を

「
又
は
」
に
改
め
る
。 

第
十
五
条
を
削
り
、
第
十
六
条
を
第
十
五
条
と
す
る
。 

 

「 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

「 

利
用
時
間 

利
用
区
分 

 

使
用
時
間 

使
用
区
分 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」 

「 

栄
養
実
習
室 

一
、
〇
〇
〇
円 

一
、
四
九
六
円 

二
、
〇
〇
〇
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」 

「 

調
理
室 

三
〇
〇
円 

四
五
〇
円 

六
〇
〇
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」 

同
表
備
考
第
一
号
を
削
り
、
同
表
備
考
第
二
号
中
「
利
用
時
間
」
を
「
使
用
時
間
」
に
、
「
利
用

料
金
」
を
「
使
用
料
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
備
考
第
一
号
と
し
、
同
表
備
考
第
三
号
中
「
利
用

の
」
を
「
使
用
の
」
に
、
「
利
用
時
間
」
を
「
使
用
時
間
」
に
、
「
利
用
を
」
を
「
使
用
を
」
に
、

「
利
用
料
金
」
を
「
使
用
料
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
備
考
第
二
号
と
し
、
同
表
備
考
第
四
号
中

「
利
用
す
る
」
を
「
使
用
す
る
」
に
、
「
利
用
料
金
」
を
「
使
用
料
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
備

考
第
三
号
と
し
、
同
表
備
考
第
五
号
中
「
及
び
」
を
「
又
は
」
に
、
「
利
用
す
る
」
を
「
使
用
す

を に
改
め
、 

を 

に
、 

別
表
中 
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る
」
に
、
「
利
用
料
金
」
を
「
使
用
料
」
に
、
「
所
定
」
を
「
そ
れ
ぞ
れ
所
定
」
に
改
め
、
同
号

を
同
表
備
考
第
四
号
と
し
、
同
表
備
考
第
六
号
中
「
利
用
時
間
」
を
「
使
用
時
間
」
に
、
「
利
用

す
る
」
を
「
使
用
す
る
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
備
考
第
五
号
と
し
、
同
表
備
考
第
七
号
を
削
る
。 

附 
則 

 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
市
規
則
で
定
め 

る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

「
説
明
」 

宇
部
市
楠
総
合
セ
ン
タ
ー
の
管
理
手
法
の
変
更
及
び
宇
部
市
総
合
支
所
の
移
転
に
伴
い
、
所
要

の
整
備
を
行
う
も
の
で
あ
る
。 

 

こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 
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（
参
考
） 

新 
 

 

旧 
 

 

対 
 

 

照 
 

 

表 

旧 

新 

（
指
定
管
理
者
に
よ
る
管
理
） 

第
二
条
の
二 

市
長
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十

二
年
法
律
第
六
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。

）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

、
宇
部
市
楠
総
合
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
セ
ン
タ
ー

」
と
い
う
。
）
の
管
理
を
法
人
そ
の
他
の
団
体
で

あ
っ
て
市
長
が
指
定
す
る
も
の
（
以
下
「
指
定
管

理
者
」
と
い
う
。
）
に
行
わ
せ
る
も
の
と
す
る
。 

（
施
設
） 

第
二
条
の
二 

宇
部
市
楠
総
合
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「

セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
に
次
の
施
設
を
置
く
。 

一 

ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
ホ
ー
ル 

二 

中
会
議
室 

三 

小
会
議
室 

四 

調
理
室 

（
指
定
管
理
者
が
行
う
業
務
） 

第
二
条
の
三 

指
定
管
理
者
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務

を
行
う
も
の
と
す
る
。 

一 

セ
ン
タ
ー
の
利
用
の
許
可
（
許
可
の
取
消
し

を
含
む
。
）
に
関
す
る
こ
と
。 

二 

セ
ン
タ
ー
の
利
用
に
係
る
料
金
（
以
下
「
利

用
料
金
」
と
い
う
。
）
の
徴
収
に
関
す
る
こ
と

。 

三 

セ
ン
タ
ー
の
施
設
及
び
附
属
設
備
の
維
持
管

理
に
関
す
る
こ
と
。 

四 

そ
の
他
セ
ン
タ
ー
の
管
理
及
び
運
営
に
関
す

る
事
務
の
う
ち
、
市
長
の
専
属
的
権
限
に
属
す

る
も
の
を
除
く
業
務 

 

（
開
館
日
） 

（
開
館
日
） 

第
三
条 

第
三
条 

一 

火
曜
日 

 
 
 
 
 
 
 
 

一 

毎
月
第
三
火
曜
日 

二 

国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三

年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す
る
休
日 

 

三 

二 

２ 

指
定
管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
市
長
の

承
認
を
受
け
て
、
休
館
日
に
開
館
し
、
又
は
休
館

日
以
外
の
日
に
開
館
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

市
長
管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
市
長
の

承
認
を
受
け
て
、
休
館
日
に
開
館
し
、
又
は
休
館

日
以
外
の
日
に
開
館
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。 

（
開
館
時
間
） 

（
開
館
時
間
） 

第
四
条 

第
四
条 

２ 

指
定
管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

２ 

市
長
管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
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、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
市
長
の

承
認
を
受
け
て
、
前
項
の
開
館
時
間
を
変
更
す
る

こ
と
が
で
き
る
。 

、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
市
長
の

承
認
を
受
け
て
、
前
項
の
開
館
時
間
を
変
更
す
る

こ
と
が
で
き
る
。 

（
利
用
の
許
可
） 

（
使
用
の
許
可
） 

第
五
条 

セ
ン
タ
ー
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
者
は
、

あ
ら
か
じ
め
指
定
管
理
者 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

の
許
可

を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
許
可
を
受
け
た
事

項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
同
様
と
す
る
。 

第
五
条 

セ
ン
タ
ー
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
者
は
、

市
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
市
長
の
許
可

を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
許
可
を
受
け
た
事

項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
同
様
と
す
る
。 

２ 

指
定
管
理
者
は
、
セ
ン
タ
ー
の
管
理
上
必
要
が

あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
の
許
可
に
条
件
（

以
下
「
許
可
条
件
」
と
い
う
。
）
を
付
す
る
こ
と

が
で
き
る
。 

２ 

市
長 

 
 
 
 
 

は
、
セ
ン
タ
ー
の
管
理
上
必
要
が

あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
の
許
可
に
条
件
（

以
下
「
許
可
条
件
」
と
い
う
。
）
を
付
す
る
こ
と

が
で
き
る
。 

（
許
可
の
制
限
） 
（
許
可
の
制
限
） 

第
六
条 

指
定
管
理
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
セ
ン
タ
ー
の
利

用
を
許
可
し
な
い
。 

第
六
条 

市
長 

 
 
 
 
 

は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
セ
ン
タ
ー
の
使

用
を
許
可
し
な
い
。 

二 

施
設
又
は
附
属
設
備
を
損
傷
す
る 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

お
そ
れ
が
あ
る
と
き
。 

二 

施
設
又
は
附
属
設
備
を
損
傷
し
、
又
は
滅
失

さ
せ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
。 

（
許
可
の
取
消
し
等
） 

（
許
可
の
取
消
し
等
） 

第
七
条 

指
定
管
理
者
は
、
セ
ン
タ
ー
を
利
用
す
る

者
（
以
下
「
利
用
者
」
と
い
う
。
）
が
、
次
の
各

号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
利
用
の
許

可
を
取
り
消
し
、
利
用
を
停
止
し
、
又
は
許
可
条

件
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
七
条 

市
長 

 
 
 
 
 

は
、
セ
ン
タ
ー
を
使
用
す
る

者
（
以
下
「
使
用
者
」
と
い
う
。
）
が
、
次
の
各

号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
使
用
の
許

可
を
取
り
消
し
、
使
用
を
停
止
し
、
又
は
許
可
条

件
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

２ 

前
項
の
措
置
に
よ
っ
て
使
用
者
に
損
害
が
生
ず

る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
市
は
、
そ
の
責
め
を
負
わ

な
い
。 

（
利
用
料
金
） 

第
九
条 

利
用
者
は
、
指
定
管
理
者
に
対
し
、
利
用

料
金
を
前
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

利
用
料
金
は
、
別
表
に
定
め
る
額
の
範
囲
内
に

お
い
て
、
指
定
管
理
者
が
市
長
の
承
認
を
受
け
て

定
め
る
も
の
と
し
、
当
該
利
用
料
金
は
、
指
定
管

理
者
の
収
入
と
し
て
収
受
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。 

（
使
用
料
） 

第
九
条 

使
用
者
は
、
別
表
の
規
定
に
よ
り
算
出
し

て
得
た
合
計
額
に
消
費
税
法
（
昭
和
六
十
三
年
法

律
第
百
八
号
）
及
び
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年

法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
の
規
定
に
よ
り
算
出
し

た
消
費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
額
を
加
え
、
一
円

未
満
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
の
使
用
料
を
前
納

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
利
用
料
金
の
減
免
等
） 

（
使
用
料 

 

の
減
免
等
） 

第
十
条 

指
定
管
理
者
は
、
前
条
の
規
定
に
か
か
わ

第
十
条 

市
長 

 
 
 
 
 

は
、
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
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ら
ず
、
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

市
長
の
承
認
を
受
け
て
、
利
用
料
金
を
減
免
し
、

又
は
後
納
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

ら
ず
、
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

使
用
料 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

を
減
免
し
、

又
は
後
納
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
利
用
料
金
の
還
付
） 

（
使
用
料 

 

の
還
付
） 

第
十
一
条 

既
納
の
利
用
料
金
は
還
付
し
な
い
。
た

だ
し
、
指
定
管
理
者
に
お
い
て
特
別
の
理
由
が
あ

る
と
認
め
る
と
き
は
、
市
長
の
承
認
を
受
け
て
、

そ
の
全
部
又
は
一
部
を
還
付
す
る
こ
と
が
で
き
る

。 

第
十
一
条 

既
納
の
使
用
料 

 

は
還
付
し
な
い
。
た

だ
し
、
市
長
が 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

特
別
の
理
由
が
あ

る
と
認
め
る
と
き
は 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

、

そ
の
全
部
又
は
一
部
を
還
付
す
る
こ
と
が
で
き
る

。 

（
転
貸
及
び
譲
渡
の
制
限
） 

（
転
貸
及
び
譲
渡
の
制
限
） 

第
十
二
条 

利
用
者
は
、
セ
ン
タ
ー
の
利
用
の
権
利

を
転
貸
し
、
又
は
譲
渡
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
あ
ら
か
じ
め
指
定
管
理
者
の
承
認
を
受
け
た

と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

第
十
二
条 

使
用
者
は
、
セ
ン
タ
ー
の
使
用
の
権
利

を
転
貸
し
、
又
は
譲
渡
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
市
長 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

の
承
認
を
受
け
た

と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

（
原
状
回
復
） 

（
原
状
回
復
） 

第
十
三
条 

利
用
者
は
、
セ
ン
タ
ー
の
利
用
を
終
了

し
た
と
き
又
は
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
利
用
の
許

可
の
取
消
し
若
し
く
は
利
用
の
停
止
を
受
け
た
と

き
は
、
直
ち
に
器
具
そ
の
他
の
物
件
を
原
状
に
復

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
十
三
条 
使
用
者
は
、
セ
ン
タ
ー
の
使
用
を
終
了

し
た
と
き
又
は
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
使
用
の
許

可
の
取
消
し
若
し
く
は
使
用
の
停
止
を
受
け
た
と

き
は
、
直
ち
に
器
具
そ
の
他
の
物
件
を
原
状
に
復

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
損
害
賠
償
） 

（
損
害
賠
償
） 

第
十
四
条 

利
用
者
は
、
セ
ン
タ
ー
の
利
用
に
伴
い

施
設
若
し
く
は
附
属
設
備
を
損
傷
し
、
又
は
滅
失

さ
せ
た
と
き
は
、
市
長
が
認
定
し
た
損
害
額
を
賠

償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
不
可
抗
力

に
よ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

第
十
四
条 

使
用
者
は
、
セ
ン
タ
ー
の
使
用
に
伴
い

施
設
又
は 

 
 
 

附
属
設
備
を
損
傷
し
、
又
は
滅
失

さ
せ
た
と
き
は
、
市
長
が
認
定
し
た
損
害
額
を
賠

償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
不
可
抗
力

に
よ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

（
市
長
に
よ
る
管
理
） 

第
十
五
条 

市
長
は
、
第
二
条
の
二
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
法
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
十
一
項
の

規
定
に
よ
り
指
定
管
理
者
の
指
定
を
取
り
消
し
、

又
は
管
理
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
の
停
止
を
命

じ
た
と
き
そ
の
他
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
き
は
、

必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
第
二
条
の
三
各
号
に
掲

げ
る
業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
条
第
二
項
及
び

第
四
条
第
二
項
中
「
指
定
管
理
者
」
と
あ
る
の
は

「
市
長
」
と
、
「
と
き
は
、
市
長
の
承
認
を
受
け
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て
」
と
あ
る
の
は
「
と
き
は
」
と
、
第
五
条
か
ら

第
七
条
ま
で
の
規
定
中
「
指
定
管
理
者
」
と
あ
る

の
は
「
市
長
」
と
、
第
九
条
第
一
項
中
「
指
定
管

理
者
に
対
し
、
利
用
料
金
」
と
あ
る
の
は
「
市
長

に
対
し
、
使
用
料
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
利
用

料
金
は
、
別
表
に
定
め
る
額
の
範
囲
内
に
お
い
て

、
指
定
管
理
者
が
市
長
の
承
認
を
受
け
て
定
め
る

も
の
と
し
、
当
該
利
用
料
金
は
、
指
定
管
理
者
の

収
入
と
し
て
収
受
さ
せ
る
も
の
」
と
あ
る
の
は
「

前
項
の
使
用
料
の
額
は
、
別
表
に
定
め
る
と
お
り

」
と
、
第
十
条
中
「
指
定
管
理
者
」
と
あ
る
の
は

「
市
長
」
と
、
「
市
長
の
承
認
を
受
け
て
、
利
用

料
金
」
と
あ
る
の
は
「
使
用
料
」
と
、
第
十
一
条

中
「
利
用
料
金
」
と
あ
る
の
は
「
使
用
料
」
と
、

「
指
定
管
理
者
」
と
あ
る
の
は
「
市
長
」
と
、
「

と
き
は
、
市
長
の
承
認
を
受
け
て
」
と
あ
る
の
は

「
と
き
は
」
と
、
第
十
二
条
中
「
指
定
管
理
者
」

と
あ
る
の
は
「
市
長
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。 

（
委
任
） 

（
委
任
） 

第
十
六
条 

第
十
五
条 

別
表
（
第
九
条
関
係
） 

別
表
（
第
九
条
関
係
） 

利
用
時
間

利
用
区
分 

午
前
八
時

三
〇
分
か

ら
正
午
ま

で 

正
午
か
ら

午
後
五
時

ま
で 

午
後
五
時

か
ら
午
後

一
〇
時
ま

で 
 

 
 

 
 

 

栄
養
実
習
室 

一
、
〇
〇
〇

円 

一
、
四
九
六

円 

二
、
〇
〇
〇

円 
 

使
用
時
間

使
用
区
分 

午
前
八
時

三
〇
分
か

ら
正
午
ま

で 

正
午
か
ら

午
後
五
時

ま
で 

午
後
五
時

か
ら
午
後

一
〇
時
ま

で 
 

 
 

 
 

 

調
理
室 

 
 
 
 

三
〇
〇
円 

 
 
 

四
五
〇
円 

 
 
 

六
〇
〇
円 

 
 
 

 

備
考 

備
考 

一 

利
用
料
金
の
額
は
、
指
定
管
理
者
が
定
め

る
額
に
消
費
税
法
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第

百
八
号
）
及
び
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年

法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
の
規
定
に
よ
り
算

出
し
た
消
費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
額
を
加

え
、
一
円
未
満
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
と

す
る
。 
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二 

利
用
時
間
が
各
区
分
の
利
用
時
間
に
満
た

な
い
と
き
の
利
用
料
金
の
額
は
、
当
該
区
分

の
所
定
の
額
と
し
、
利
用
時
間
が
二
以
上
の

区
分
に
わ
た
る
と
き
の
利
用
料
金
の
額
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
区
分
の
所
定
の
額
を
合
算
し
た

額
と
す
る
。 

一 

使
用
時
間
が
各
区
分
の
使
用
時
間
に
満
た

な
い
と
き
の
使
用
料 

 

の
額
は
、
当
該
区
分

の
所
定
の
額
と
し
、
使
用
時
間
が
二
以
上
の

区
分
に
わ
た
る
と
き
の
使
用
料 

 

の
額
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
区
分
の
所
定
の
額
を
合
算
し
た

額
と
す
る
。 

三 

利
用
の
当
日
に
お
い
て
、
利
用
時
間
を
延

長
し
、
又
は
繰
り
上
げ
て
利
用
を
開
始
す
る

と
き
の
一
時
間
当
た
り
の
利
用
料
金
の
額
は

、
現
に
許
可
を
受
け
て
い
る
利
用
時
間
の
区

分
に
係
る
所
定
の
額
（
二
以
上
の
区
分
に
わ

た
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
区
分
の
所
定
の

額
の
合
算
額
）
の
一
時
間
当
た
り
の
額
の
二

割
増
し
の
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

、
超
過
す
る
時
間
に
一
時
間
に
満
た
な
い
時

間
が
あ
る
場
合
は
、
三
十
分
以
上
は
一
時
間

に
切
り
上
げ
、
三
十
分
未
満
は
切
り
捨
て
る

も
の
と
し
、
算
出
し
て
得
た
額
に
一
円
未
満

の
端
数
が
あ
る
場
合
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て

る
も
の
と
す
る
。 

二 

使
用
の
当
日
に
お
い
て
、
使
用
時
間
を
延

長
し
、
又
は
繰
り
上
げ
て
使
用
を
開
始
す
る

と
き
の
一
時
間
当
た
り
の
使
用
料 

 

の
額
は

、
現
に
許
可
を
受
け
て
い
る
使
用
時
間
の
区

分
に
係
る
所
定
の
額
（
二
以
上
の
区
分
に
わ

た
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
区
分
の
所
定
の

額
の
合
算
額
）
の
一
時
間
当
た
り
の
額
の
二

割
増
し
の
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

、
超
過
す
る
時
間
に
一
時
間
に
満
た
な
い
時

間
が
あ
る
場
合
は
、
三
十
分
以
上
は
一
時
間

に
切
り
上
げ
、
三
十
分
未
満
は
切
り
捨
て
る

も
の
と
し
、
算
出
し
て
得
た
額
に
一
円
未
満

の
端
数
が
あ
る
場
合
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て

る
も
の
と
す
る
。 

四 

営
利
を
目
的
と
し
て
セ
ン
タ
ー
を
利
用
す

る
場
合
に
お
け
る
利
用
料
金
の
額
は
、
所
定

の
額
の
三
倍
の
額
と
す
る
。 

三 

営
利
を
目
的
と
し
て
セ
ン
タ
ー
を
使
用
す

る
場
合
に
お
け
る
使
用
料 

 
の
額
は
、
所
定

の
額
の
三
倍
の
額
と
す
る
。 

五 

高
光
度
設
備
及
び
冷
暖
房
を
利
用
す
る
場

合
に
お
け
る
利
用
料
金
の
額
は
、
所
定 

 
 
 
 

 
 
 

の
額
の
二
割
増
し
の
額
と
す
る
。 

四 

高
光
度
設
備
又
は
冷
暖
房
を
使
用
す
る
場

合
に
お
け
る
使
用
料 

 

の
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ

所
定
の
額
の
二
割
増
し
の
額
と
す
る
。 

六 

利
用
時
間
に
は
、
実
際
に
利
用
す
る
時
間

の
ほ
か
、
準
備
及
び
原
状
に
復
す
る
た
め
に

要
す
る
時
間
を
含
む
。 

五 

使
用
時
間
に
は
、
実
際
に
使
用
す
る
時
間

の
ほ
か
、
準
備
及
び
原
状
に
復
す
る
た
め
に

要
す
る
時
間
を
含
む
。 

七 

第
十
五
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
第

一
号
中
「
利
用
料
金
」
と
あ
る
の
は
「
使
用

料
」
と
、
「
指
定
管
理
者
が
定
め
る
」
と
あ

る
の
は
「
こ
の
表
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た

」
と
、
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
規
定
中

「
利
用
料
金
」
と
あ
る
の
は
「
使
用
料
」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 
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議
案
第
七
十
七
号 

 
宇
部
市
保
健
セ
ン
タ
ー
条
例
中
一
部
改
正
の
件 

 

宇
部
市
保
健
セ
ン
タ
ー
条
例
（
昭
和
五
十
五
年
条
例
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
め

る
。 

令
和
五
年
九
月
一
日
提
出 

 

宇
部
市
長 

 

篠 

﨑 

圭 

二 

  

第
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

（
名
称
及
び
位
置
） 

第
二
条 

保
健
施
設
の
名
称
及
び
位
置
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

名
称 

宇
部
市
保
健
セ
ン
タ
ー 

二 

位
置 

宇
部
市
琴
芝
町
二
丁
目
一
番
十
号 

第
三
条
中
「
保
健
セ
ン
タ
ー
」
を
「
宇
部
市
保
健
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
る
。 

附 

則 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
市
規
則
で
定
め

る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

「
説
明
」 

 

地
域
保
健
サ
ー
ビ
ス
実
施
体
制
の
見
直
し
に
伴
い
、
宇
部
市
楠
保
健
セ
ン
タ
ー
の
機
能
を
宇
部

市
保
健
セ
ン
タ
ー
に
統
合
し
、
宇
部
市
楠
保
健
セ
ン
タ
ー
を
廃
止
す
る
も
の
で
あ
る
。 

 

こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 
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（
参
考
） 

新 
 

 

旧 
 

 

対 
 

 

照 
 

 

表 

旧 

新 

（
名
称
及
び
位
置
） 

第
二
条 

保
健
施
設
（
以
下
「
保
健
セ
ン
タ
ー
」
と

い
う
。
）
の
名
称
及
び
位
置
は
、
次
の
と
お
り
と

す
る
。 

名
称 
位
置 

宇
部
市
保
健
セ
ン

タ
ー 

宇
部
市
琴
芝
町
二
丁
目
一
番

一
〇
号 

宇
部
市
楠
保
健
セ

ン
タ
ー 

宇
部
市
大
字
船
木
字
野
田
四

四
二
番
地
一
一 

 

（
名
称
及
び
位
置
） 

第
二
条 

保
健
施
設
の
名
称
及
び
位
置
は
、
次
の
と

お
り
と
す
る
。 

一 

名
称 

宇
部
市
保
健
セ
ン
タ
ー 

二 

位
置 

宇
部
市
琴
芝
町
二
丁
目
一
番
十
号 

（
事
業
） 
（
事
業
） 

第
三
条 

保
健
セ
ン
タ
ー 

 
 
 
 
 

は
、
次
の
事
業
を

行
う
。 

第
三
条 

宇
部
市
保
健
セ
ン
タ
ー
は
、
次
の
事
業
を

行
う
。 
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